
事 務 連 絡 

令和８年６月１８日 

 

関係事業所 御中 

  

                     八幡浜市保健センター介護認定係 

 

介護保険負担限度額認定の更新申請について 

 

 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、標記の件につきまして、現在交付している介護保険負担限度額認定証の有効

期限は、令和８年７月３１日までとなっております。 

つきましては、更新のための申請書を添付いたしますので、申請書を利用者様へお

渡しいただくか、代行申請をしていただきますようお願いいたします。 

更新手続きについては、個別のご案内はいたしませんのでご留意ください。また、

遡って認定されることはありませんので、申請漏れがないよう、利用者様及びご家族

様へ周知・勧奨を徹底していただき、申請手続きの支援をお願いいたします。 

必ず最新の様式で申請していただきますようお願いします。（八幡浜市ＨＰよりダ

ウンロードできます） 

 

 

記 

 

1. 提 出 先  八幡浜市保健センター介護認定係 

2. そ の 他  ①申請年度は令和８年度としてください。 

（対象期間：令和８年８月１日から令和９年７月３１日まで） 

②送付先の☑も忘れずに記入してください。 

③申請書の裏面に同意書を印刷して使用してください。 

④添付しております『介護保険負担限度額認定について』で要件を

確認し、併せて申請に必要な添付書類の確認をお願いします。 

 ※要件のひとつとして「同一世帯員すべてが市県民税非課税であ

ること」「配偶者も市県民税非課税であること」があります。 

⑤施設で取りまとめが可能な場合は、一括での申請をお願いします。 

⑥審査に１０日程要するため、令和８年８月３日交付希望の場合は 

 令和８年７月１７日（金）までに申請してください。 

※期限を過ぎた場合は８月中旬以降の交付となります。 

※７月１７日（金）までに申請いただいても８月３日に交付でき

ない場合もあります。 

 

 


